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令和４年横審第１１号 

裁    決 

水上オートバイＡ水門衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１０月２４日１６時０３分２８秒 

 東京都荒川 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 水上オートバイＡ 

  総 ト ン 数 ０.２トン 

  全   長 ３.５６メートル 

  機関の種類 電気点火機関 

   出   力 １８３キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、最大搭載人員３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ａ受審人が

１人で乗り組み、遊走の目的で、船首尾０.３メートルの等喫水をも

って、令和３年１０月２４日０９時５０分埼玉県八潮市所在のマリー

ナを発し、友人の水上オートバイ２隻と共に東京都江東区所在のマリ

ーナに向かった。 

  ところで、東京都葛飾区所在の中川水門は、荒川の平井大橋上流に

位置し、荒川と中川を結ぶ水路（以下「中川水路」という。）に、荒

川の水が中川に逆流することを防ぐために作られた幅１２メートルの

水門で、中川水路の幅は１７メートル、水路の長さは荒川側が約１００

メートル、中川側が約１７メートルであった。 

  また、中川水門の約６メートル荒川側東及び西側には、仕切り板を

取り付けて水門本体の点検を行うための戸あたりが設置されていた。 

  ａ受審人は、中川を下航して中川水門から荒川に入り東京湾を遊走

し、１１時３０分頃東京都江東区所在のマリーナに到着して食事をと

り、１５時００分頃帰途に就いた。 

  ａ受審人は、友人の水上オートバイ２隻と共に荒川を上航し、１６

時０３分１６秒東京都江戸川区所在の三等三角点中平井（以下「中平

井三角点」という。）から０７０度（真方位、以下同じ。）６５０メ

ートルの地点で、中川水路に向け、針路を０３４度に定めて、毎時

４０.０キロメートルの速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

  ａ受審人は、中川水路に入り１６時０３分２２秒中平井三角点から

０６６.５度７１０メートルの地点に達し、中川水門に向けて右転し

て針路を０５６度としたとき、中川水門荒川側の東側の戸あたり（以

下「東側戸あたり」という。）が正船首７０メートルとなり、その後

東側戸あたりに向首して接近する状況であったが、中川水門奥の中川
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の水面状況を見ることに気をとられ、目視で東側戸あたりとの相対位

置関係を確かめるなど、船位の確認を十分に行わなかったので、この

状況に気付かなかった。 

  ａ受審人は、東側戸あたりに向首して接近する状況のまま進行し、

１６時０３分２８秒中平井三角点から０６５.５度７８０メートルの

地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、東側戸あたりに衝突

した。 

  当時、天候は晴れで風力１の南南西風が吹き、視界は良好であった。 

  衝突の結果、Ａは、右舷船首部外板に破口等を、東側戸あたりは、

擦過傷をそれぞれ生じ、ａ受審人が右肋骨骨折等を負った。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件水門衝突は、荒川の中川水路において、中川に向けて航行する際、

船位の確認が不十分で、東側戸あたりに向首進行したことによって発生

したものである。 

 ａ受審人は、荒川の中川水路において、中川に向けて航行する場合、

東側戸あたりに向首進行することのないよう、目視で東側戸あたりとの

相対位置関係を確かめるなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務が

あった。ところが、同人は、中川水門奥の中川の水面状況を見ることに

気をとられ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、東

側戸あたりに向首進行して衝突を招き、船体及び東側戸あたりにそれぞ

れ損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 
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 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１２月２０日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


